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児童館ガイドラインの見直し等に係る検討項目・指摘事項 
 

○今日の多様な子どもの福祉・子育てニーズに対応する児童館の取り組みの現状を踏まえ、児童館

運営の指針となる「児童館ガイドライン」の記載内容について再検討し、必要に応じて見直しを図

る。 

 

【凡例】 

○→平成28年度「地域の児童館が果たすべき機能及び役割に関する調査研究」（主任研究員：植木信一） 

の指摘事項 
●→「有識者意見交換会」での意見 

□→第10回遊びのプログラム等に関する専門委員会（平成29年11月13日開催）での指摘事項 

◇→第１回 今後の地域の児童館等のあり方検討ワーキンググループ(平成29年11月28日開催)での指摘 

事項 

■→平成23年3月28日「児童館ガイドライン検討委員会」報告書「子どもの健全育成上の課題」について 

 

 

児童館ガイドラインの全体像について 

 

□全体の文字数として、放課後児童クラブ運営指針と同程度にしてもいいのではないか。 

◇現場の児童厚生員が負担なく目を通すことができるようなボリュームも求められる。 

◇どのぐらいの字数を目指すかは現時点で決めなくてもいいのではないか。 

◇児童館の取り組みについて、具体的な例示など量的な拡充が必要ではないか。 

◇健全育成、遊び、生活の援助等を解説・例示する。 

◇ガイドライン策定以降に出された関係法令等を加味していく。 

◇ガイドラインは、現場の児童厚生員が実践で役に立つ具体的なものにする必要がある。 
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１ 児童館運営の理念と目的 

 

（１）理念 

児童館は、「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めな

ければならない。」という児童福祉法の理念に基づき、それを地域社会の中で具現化する児童福

祉施設である。故に児童館はその運営理念を踏まえて、国及び地方公共団体や保護者をはじめと

する地域の人々と共に子どもの育成に努めなければならない。 

 

○□改正児童福祉法第１条および第２条の内容と整合を図る。 

●□理念として「児童福祉法」を引用・明記する。 

●□平成28年改正児童福祉法で明記された「児童の権利に関する条約」「子どもの意見の尊重」

「子どもの最善の利益」について書き加える。 

●子どもの遊びが重要な役割を果たすこと「遊びの権利保障」を明記する。 

□子どもの権利条約の精神を子どもからの視点で書き込んでいく。（特に第31条） 

◇改正児童福祉法第1条の児童の権利に関する条約、第2条子どもの意見の尊重と子どもの最善

の利益の規定は、最低限、理念の中に組み込むことが必要。 

 
【参考】 

児童福祉法(平成 28年改正) 

第一条   全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障さ

れること、 愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること

その他の福祉を等しく保障される権利を有する。  

第二条  全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及

び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やか

に育成されるよう努めなければならない。  

② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。 

③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。 

 

（２）目的 

児童館は、18 歳未満のすべての子どもを対象とし、遊び及び生活の援助と地域における子育て

支援を行い、子どもを心身ともに健やかに育成することを目的とする。 

 

●「生活の援助」の具体的な内容を示す。 

□利用制限のある児童館もあるため、すべての子どもが利用することを強調する。 

□「子育て支援」は「子育て家庭への支援」のほうがいいのではないか。 

◇日常の生活の支援は、現場での実践から上がってくる事柄を反映する。 

◇０から18歳までの子ども全てを対象とすることを強調する。児童館は、中・高校生世代も行く

ことができることをきちんと明記する。 

◇生活の援助の具体的な内容は、２の機能・役割の中で触れていくのがいい。 

◇「子育て支援」より「子育て家庭への支援」とする提案があるが、現行「地域における子育て

支援」のほうが子育て家庭への支援も包含している。 
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２ 児童館の機能・役割 

 

●児童館の特性について解説する。 

 ①本人の意思による自由来館利用であること 

 ②異年齢の集団であること 

 ③不特定多数の来館者がいること 

□遊びが発達とどのように関連するのか、初任者が理解しやすいように書く。 

□児童健全育成の専門職を育てていくことも児童館の役割として記載する。 

□◇災害時の児童館の役割は、特に乳幼児の子どもたちの避難場所としての価値は高まっている

のではないか。災害が起こった場合の児童館の機能・役割を書き込めないか。 

◇児童館の施設特性は、ほかの児童福祉施設にはない特徴である。機能・役割に加えて、整理し

て書き加える。 

１．地域の18歳未満の全ての子どもを対象とする。 

２．遊びを中心とした活動を行っている。 

３．子どもの健全育成を目的としている。 

４．子どもが自分の意思で利用する施設である。 

◇現状の児童館の役割に加え、児童館が持つ可能性まで踏み込んだ児童館の特性を定義する。 

◇児童館の特徴として、多機能性、拠点性、地域性がある。  

◇災害等が起これば、子どもたちにとっては非日常になるが、児童館はその非日常を日常に近づ

けていく機能があり、子どもの発達やパワーの回復を促すことがあるのではないか。 

 

（１）発達の増進 

子どもと長期的・継続的に関わり、遊び及び生活を通して子どもの発達の増進を図ること。 

 

●「健全育成」や「発達」ついて定義する。 

□ 0～18才未満のすべての児童の発達課題や特徴を書き加える。 

□子どもが遊びを決めるなど「子どもが主役」であることを入れる。 

◇一般的に「健全育成」の説明は難しいので、その解釈を入れていくべき。 

◇児童健全育成推進財団の「健全育成」の①～５の定義を柱立ての参考にする。 

①身体の健康増進、②心の健康増進、③知的適応能力、④社会的適応能力、⑤情操を豊かにす

る。  

◇全ての子どもの心身ともに健やかな育成を求めて、予防的な意味合いも含めて取り組んできた

ことを健全育成の内容に織り込む。 

◇全ての児童にはさまざまな対象が含まれている。それらに児童館は対応できる可能性があるこ

とを明示する。 

◇発達に関して、中・高校生世代に関して触れられているものを見たことがない。支え方や支援

者に求められる力量の部分は新しく書く必要がある。 

◇「中・高校生への取り組み」の項目を新たに起こし、発達課題についても触れていく。 

 

（２）日常の生活の支援 

子どもの遊びの拠点と居場所となり、子どもの活動の様子から必要に応じて家庭や地域の子育

て環境の調整を図ることにより、子どもの安定した日常の生活を支援すること。 
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●「日常の生活を支援すること」の具体的な内容を示す。 

◇日常の生活を支援することの具体的なイメージは、機能・役割の中で明記したほうがいい。 

◇子どもの様子から何を見抜いて支援していくのか加える。 

◇児童館がどういう日常の生活の支援ができるのか表現できたらいい。 

◇家庭や地域が支援し切れないところでの児童館の役割を具体的に記述していく。 

■家に帰れない、家に帰っても居場所のない子どもたちの生活を支援する機能があってこその

「館」であり、それがなければ遊びの支援という「機能」があればいいこととなる。児童館が「館」

であることの意味を再認識すべきである。 

 

（３）問題の発生予防・早期発見と対応 

子どもと子育て家庭が抱える可能性のある問題の発生を予防し、かつ早期発見に努め、専門機

関と連携して適切に対応すること。 

●児童福祉施設として、福祉的課題のある児童に機能を発揮し解決に寄与することを示す。 

●子どもの貧困、学習支援、いじめ防止など、今日的な課題に対応することを追加する。 

◇家庭と学校で支えられない問題に対する機能を書き増やす。 

◇日常の支援の中で、職員の違和感や気づきから専門機関につないでいくことの重要性をここで

書くのか、専門性のところで書き込むほうがいいのか検討が必要。 

■虐待の発見と子どもと保護者への支援・障害児の地域の居場所となることを加える。 

 

（４）子育て家庭への支援 

子育て家庭に対する相談・援助を行い、子育ての交流の場を提供し、地域における子育て家庭

を支援すること。 

○地域のニーズを把握するための“包括的な相談窓口”としての機能を加える。 

 

（５）地域組織活動の育成 

地域組織活動の育成を支援し、子どもの育ちに関する組織や人とのネットワークの中心となり、

地域の子どもを健全に育成する拠点としての役割を担うこと。 

●児童館は地域における子どもの育成についてのリーダーシップが求められることを盛り込む。 

●□◇地域の健全育成と子育て支援の拠点としての機能・役割を、より明確かつ包括的に表わす

ため、項目名を「地域における子ども・子育てネットワークの推進」と変更する。 
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３ 児童館の活動内容 

 

□児童館エリア内の児童遊園・児童公園は、児童館がマネジメントするなど、地域の子どもの遊

び環境づくりというハードの部分も入れられないか。 

■児童館活動とは、決して館内活動だけを意味しない。子どもは、身体的発達のためにも外遊び

を豊かに行い、風雨寒暖の激しい時に、室内にて遊びを図るべきことと想定されている。昨今

の子ども達の身体発達の未熟さ、社会性の希薄さ等々を鑑みたとき、改めて児童遊園や外遊び

のあり方についての検討が必要である。 

 

 

（１）遊びによる子どもの育成 

●ガイドラインに基づく活動がより実践されるために、児童館の活動内容を具体的に例示する。 

●公的施設として、日常の地域児童館は、原則無料で利用できることに触れられるか。 

◇遊びのプログラム等に関する専門委員会で紹介されたものも参考に、児童館における遊びの意義

を組み込んでいく。 

■児童館は子どもの自由な遊びを保障するところであることを書き加える。「自由に」とは、地域

のすべての児童がつながる可能性をもち、自発性、自主性が尊重され、社会性の発達に見合った活

動の支援がなされていることを意味する。 

 

① 子どもにとっては、遊びが生活の中の大きな部分を占め、遊び自体の中に子どもを発達させ

る重要な要素が含まれている。このことを踏まえ、子どもが遊びによって心身の健康を増進

し、知的・社会的能力を高め、情緒を豊かにするよう援助すること。 

●「遊び」の持つ意味・意義、子どもにとって遊びの大事さを書き込む。 

●「遊び」を通して発達を増進する理念を再認識させる。 

□遊びを通して人間として成長していくという意味合いをしっかり入れてほしい。遊びは、

子どもが決めることが重要であり、ガイドラインの前面に出してほしい。 

◇子どもの文化は遊びから生まれてくるもので、無駄な時間ではなく子どもの成長・発達に

とっては非常に大事な時間であることを明記していく。 

◇子どもの自主性・自発性を大事にした遊びを提供する方法を入れていく。 

 

② 子ども同士が同年齢や異年齢の集団を形成して、様々な活動に自発的に取り組めるように援

助すること。 

◇子どもの遊びに、児童厚生員がリーダーとしてかかわる場合や離れてかかわるケースなど、

さまざまな遊びのパターンがある中で、そのやあり方や内容をしっかり具体的に書き込む。 

◇子どもをどのように遊ばせるのか、その方法論や児童厚生員の立ち位置等にも触れたほう

がいい。 

 

（２）子どもの居場所の提供 

① 子どもが安心できる安全な居場所を提供すること。 

② 子どもの自発的な活動を尊重し、必要に応じて援助すること。 

●児童館は、中・高校生年代も利用出来る施設であり、定義や時間延長の促進等受入につい

て明記する。 

●児童館のOG・OB等を中心に、進学・就職の進路相談等の若者の支援体制について、今後の

- 5-



6 

あり方について示す。 

□子どもが主役になれる場所、真ん中にいる場所ということをきちんと盛り込んでいくこと

が重要。 

 

（３）保護者の子育ての支援 

① 子どもとその保護者が、自由に交流できる場所を提供するように配慮すること。 

② 子どもの発達上の課題について、気軽に相談できるような子育て支援活動を実施し、保護者

が広く地域の人々との関わりをもてるように支援すること。 

③ 児童虐待予防に取り組み、保護者の子育てへの不安や課題には関係機関と協力して継続的に

支援すること。 

④ 地域住民やＮＰＯ、関係機関と連携を図り、協力して活動するなど子育てに関するネットワ

ークを築き、子育てしやすい環境づくりに努めること。 

●マタニティー時期の支援をしている児童館事例もあるため、妊婦の利用について視野に入

れることを書き加える。 

□妊産期からの切れ目のない支援を視野に入れ、プレパパ・プレママを含め、これから親に

なる世代への支援を入れる。 

■地域における在宅の子育て家庭への支援の充実を図るべきである。乳幼児をもつ在宅の保

護者に対して交流や相談の場を提供していくことや、親たちのネットワークを育てていく

ことなどがさらに必要となる。 

■児童館が、地域の子育て支援コーディネーターとして、積極的に学校・保育所・各団体等

と連携を図りながら、子育て支援の拠点としての機能を充実していくことが求められてい

る。 

■保護者を対象にした相談機能（気軽に子どもの年齢を問わずに相談に応じること）を書き

加える。 

 

（４）子どもが意見を述べる場の提供 

① 児童館の活動や地域の行事に子どもが参加して自由に意見を述べることができる よう配

慮すること。 

② 子どもの話し合いの場を計画的に設け、中学生・高校生等の年長児童（以下、「年長児童」

という）が中心となり子ども同士の役割分担を支援するなど、自分たちで活動を作り上げる

ことができるように援助すること。 

③ 子どもの自発的活動を継続的に支援し、子どもの視点や意見が児童館の運営や地域の活動に

生かせるように努めること。 

●「子どもが意見を述べる場の提供」に求められる職員の専門性を示す。  

●「助けて！」など、ＳＯＳの声を上げることも権利擁護の視点からは重要。子どもが意見

を述べる場の提供が子どもの相談や権利保障につながることを明記する。  

 

（５）地域の健全育成の環境づくり 

① 児童館の活動内容等を広報したり、地域の様々な子どもの育成活動に協力するなど、児童館

活動に関する理解や協力が得られるように努めること。 

② 地域の子どもの健全育成を推進する児童福祉施設として、地域組織活動等の協力を得ながら、

その機能を発揮するように努めること。 

●地域の行事に子どもたちも参加できるようにしたり、職員も行事に協力したり、積極的に
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連携するよう書き加える。 

□地域人材を資源と捉えて、育成、開発する視点も書けないか。 

■児童館は地域社会と子どもとのつなぎ役を果たすところである。地域全体の問題を視野に

入れ、職員が街の実態（地域の遊び場、地域活動団体、防災、環境等の組織活動）を知る

ことが大切である。単に子どもの指導者としての専門性にとどまらず、子どもの地域での

遊び活動のコーディネーターとして、協働体制を広げる役割を果たせることが望ましいと

いうことを書き加える。 

■地域の大人が子どもの姿に感動できる機会を作ることによって、保護者以外にも子どもの

育ちを待てる、励ます、見守れるような大人を育て、「次世代を育成するまちづくり」に

もつながることを書き加える。 

 

（６）ボランティアの育成と活動 

① 児童館を利用する子どもが、ボランティアリーダーとして仲間と積極的に関わる中で組織的

に活動し、児童館や地域社会で自発的に活動できるよう支援すること。 

② 児童館を利用する子どもが、ボランティアとして適宜、活動できるように育成・援助し、成

人になっても児童館とのつながりが継続できるようにすること。 

③ 地域住民がボランティア等として、児童館の活動に参加できる場を提供すること。 

□若者支援の必要性も盛り込めないか。 

■ボランティア研修について、児童館が単館ごとに実施するのではなく、広域で実施し、交

流の実践としても行われると充実する。児童館職員は、ボランティアコーディネート研修

が必要である。また、今後は、育成するボランティアだけではなく学生の職場体験・企業

の社会貢献、専門性をもったボランティア等、新たな関わりにも開かれていることが大切

である。 

 

（７）放課後児童クラブの実施 

●全体として放課後児童クラブの基準や運営指針に沿った新たなあり方を書き加える。 

□主に放課後児童クラブの視点から書かれているので、自由来館の子どもの視点からの配慮を書

き加える。 

 

① 児童館で放課後児童クラブを実施する場合には、放課後児童クラブガイドラインに基づいて

行うよう努め、児童館の持つ機能を生かし、以下のことに留意すること。 

○上記「放課後児童クラブガイドライン」を「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準並びに放課後児童クラブ運営指針」に修正する。 

 

ア 児童館に来館する子どもと放課後児童クラブに在籍する子どもが交流できるよう遊びや

活動に配慮すること。 

イ 放課後児童クラブの活動は、児童館内に限定することなく近隣の環境を活用すること。 

 

② 児童館と近隣の放課後児童クラブとの関係 

児童館での活動に、近隣の放課後児童クラブの子どもが参加できるように連携したり、共同

で行事を行うなど配慮すること。 

●放課後児童クラブでは子どもの遊びが制限されることがあるため、児童館の施設・機能を

活かした 豊かな遊びが提供できるように努めることを書き加える。  
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●乳幼児から中・高校生まで利用する児童館の施設特性を踏まえ、放課後児童クラブが児童

館を占有しないような運営上の工夫や配慮、安全面から職員の分担等留意点を示す。  

 

（８）配慮を必要とする子どもの対応 

① 障害の有無にかかわらず、子どもがお互いに協力しながら活動できるよう活動内容や環境に

ついて配慮すること。 

●障害者差別解消法に基づき、可能な限り「合理的配慮」に努め、すべての子どもに支援が

円滑になされるように書き加える。  

 

② 家庭や友人関係等に悩みや問題を抱える子どもには、家庭や学校等と連絡をとり、適切な支

援をし、児童館が安心できる居場所となるように配慮すること。 

○地域のニーズを把握して社会的な課題があると判断した場合には、社会資源と連携して支

援することを書き加える。 

●いじめ防止対策推進法の施行を踏まえ、いじめ防止の観点を書き込む。 

 

③ 子どもの様子から虐待が疑われる場合には、速やかに市町村等に通告を行い、その後の対応

について協議すること。 
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４ 児童館と家庭･学校･地域との連携 

 

（１）家庭との連携 

① 子どもの活動の様子から必要があると判断した場合には、家庭と連絡をとり適切な支援を行

うこと。 

② 子どもの発達や家庭環境等の面で特に援助が必要な子どもには、家庭や学校、子どもの発達

支援に関わる関係機関等と協力して継続的に援助を行うこと。 

●家庭との連絡や子どもへの具体的な支援については、必ず記録をとり、職員間で共有し継

続的な支援が可能となるように配慮することを書き加える。 

 

（２）学校との連携 

① 児童館の活動と学校の行事等について、適切な情報交換が行えるようにすること。 

② 子どもの安全管理上の問題等が発生した場合には、学校と速やかに連絡を取り合い、適切な

対応が取れるように連絡体制を整えておくこと。 

●子どもの健全育成上の問題について適切な対応が取れるよう連絡体制を整える必要性を追

加する。 

□学校・教員に児童館の活動を理解してもらうことの必要性や、児童館がなぜ学校と連携し

なければならないかを具体的に明記する。 

□児童館職員と教員が、子どもをどう捉え、見ていくのかを共有することが必要との観点を

盛り込む。 

□行事等だけではなく、日常の子どもの状況について、定期的に意見交換、情報交換してい

く環境を作っていくことが必要。 

 

（３）地域との連携 

① 児童館の運営や活動の状況等について、保護者や地域住民等に積極的に情報提供を行い、そ

の信頼関係を築くこと。 

② 地域住民等が児童館を活用できるように働きかけることなどにより、地域の人材・組織等と

の連携・協力関係を築くこと。 

③ 児童虐待等により支援が必要な場合には、市町村や児童相談所と連携して対応を図ることが

求められるので、要保護児童対策地域協議会に積極的に参加し、関係機関との連携・協力関

係を築いておくこと。 

○社会資源との連携の必要性について書き加える。 

□地域住民と連携することと相談（関係）機関と連携することは内容・方法が異なるので、

相談（関係）機関を含めた社会資源との連携を別に１項目立てたほうがいい。 

■地域における子ども育成活動は、児童厚生施設等の公的施設・機関、社会福祉協議会、児

童厚生員 、主任児童委員等の公的ボランティア、地域子ども会や母親クラブ等の地域組織、

住民主体型地域自主活動、企業、ボランティア、ＮＰＯ等により展開されており、これら

の団体や活動の相互交流も必要であることについて書き加える。 

■核家族が主流となり、地域の社会関係が希薄になりつつある中、家庭の孤立化が進行して

いる。地域の児童館には、児童福祉の予防的機能として、そのような働きを期待されてい

ることを書き加える。 
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５ 児童館の職員 

 

○必要に応じて、地域のニーズを把握する児童ソーシャルワーカーとしての役割を果たすように

努めることを書き加える。 

□職員配置の基準をガイドラインに書けないか。 

■家に居場所のない子どもを視野に入れる必要があり、そのためには、コーディネーターの資質

を持つことが強く期待されることを書き加える。 

 

（１）館長の職務 

児童館には館長を置き、主な職務は以下のとおりとする。 

① 児童館の運営を統括する。 

② 児童の遊びを指導する者（以下「児童厚生員」という）が業務を円滑に遂行できるように指導

する。 

③ 子育てを支援する人材や組織等との連携を図り、子育て環境の改善に努める。 

④ 利用者からの苦情や要望への対応を行い、運営や活動内容の改善を図る。 

⑤ 子育てに関する相談に応じ、必要な場合は関係機関と連携してその問題解決に努める。 

●「児童館年間運営計画」（年間運営目標、月別活動計画、地域内の行事予定、会議・研修予定

等）を作成し、数値目標も立て、その計画を基に児童館の機能や役割が十分に発揮されるよう

に運営・管理に努めることを書き加える。 

●年間計画や達成の状況を振り返り、定期的に運営を評価し（内部評価・外部評価・第三者評価

等）、その改善に努めることを書き加える。 

●学校や役所をはじめ、社会資源と積極的に連携を図り、児童館の機能・役割が十分に発揮でき

るように調整を行うこと書き加える。 

□館長の資質が児童館の活動内容に影響していることが明らかになっており、何らか館長の要件

について書き込めないか。 

 

（２）児童厚生員の職務 

児童館には児童厚生員を置き、主な職務は以下のとおりとする。 

① 子どもの育ちと子育てに関する地域の実態を把握する。 

② 子どもの遊びを援助するとともに、遊びや生活に密着した活動を通じて子ども一人一人と子ど

も集団の自治的な成長を支援する。 

③ 発達や家庭環境などの面で特に援助が必要な子どもへの支援を行う。 

④ 地域の子どもの活動や、子育て支援の取り組みを行っている団体等と協力して、子どもの遊び

や生活の環境を整備する。 

●④の「子どもの遊びや生活の環境を整備する」の具体的な内容を示す。 

 

⑤ 児童虐待防止の観点から早期発見に努め、対応・支援については市区町村や児童相談所と協力

する。 

□「予防」の観点から書く。 

 

⑥ 子どもの活動の様子から配慮が必要とされる子どもについては、個別の記録をとり継続的な援

助ができるようにする。 

●児童厚生員に求められる援助技術として、遊びの援助技術(プレイワーク)と福祉の援助技術
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(ソーシャルワーク)を明記する。 

●記録について、日誌、配慮児童の支援記録、安全点検記録、研修記録、金銭出納・会議記録

など必要なものを示す。 

□配慮を要する子どもだけではなく、児童館に来館するすべての子どもの記録をとり、経験の

累積をしていくことも明記したほうがいい。 

■児童厚生員の専門性について家庭基盤の脆弱な子どもに対応できるソーシャルワークの専門

性を強化することを書き加える。 

 

（３）児童館の職場倫理 

① 職員は倫理規範を尊重し、常に意識し、遵守することが求められる。また活動や指導内容の向

上に努めなければならない。これは、児童館で活動するボランティアにも求められることであ

る。 

② 職員に求められる倫理として、次のようなことが考えられる。 

ア 子どもの人権尊重と子どもの性差・個人差ヘの配慮に関すること。 

イ 体罰等、子どもに身体的・精神的苦痛を与える行為の禁止に関すること。 

ウ 個人情報の取り扱いとプライバシーの保護に関すること。 

エ 保護者、地域住民への誠意ある対応と信頼関係の構築に関すること。 

●利用対象者を誰でも公平・平等に受け入れる姿勢が必要であることを書き加える。 

 

（４）児童館職員の研修 

① 児童館の職員は、積極的に資質の向上に努めることが必要である。 

② 児童館の運営主体は、様々な機会を活用して研修を実施し、職員の資質向上に努めなければな

らない。 

③ 市区町村及び都道府県は、児童館の適切な運営を支えるよう研修等の機会を設け、職員の経験

に応じた研修内容にも配慮すること。 

○児童厚生員の研修機会の拡大による各種専門資格の取得を奨励する規定を書き加える。 

●児童厚生員・児童館長は、着任後早期に児童館を総合的に理解するための研修を受講すること

が必要であることを書き加える。 

●児童館職員の経験や資格、研修受講による「キャリアパス」について言及する。 
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６ 児童館の運営 

 

●実習生の受け入れの重要性やその配慮等について記載する。 

 

（１）設備 

児童館活動を実施するために、以下の設備・備品を備えること。 

① 集会室、遊戯室、図書室、相談室、創作活動室、便所、事務執行に必要な設備のほか、必要

に応じ、以下の設備・備品を備えること。 

ア 静養室及び児童クラブ室等を設けること。 

イ 年長児童の文化活動、芸術活動等に必要なスペースと備品等を備えること。 

ウ 子どもの年齢や発達段階に応じた活動に必要な遊具や備品等を備えること。 

② 乳幼児や障害のある子どもの利用にあたって、安全に配慮し、必要に応じて施設の改善や必

要な備品等を整備しておくこと。 

（２）運営主体 

① 児童館の運営については、子どもの福祉や地域の実情を十分に理解し、安定した財政基盤と

運営体制を有し、継続的・安定的に運営できるよう努めること。 

② 市区町村が他の者に運営委託等を行う場合には、その運営状況等について継続的に確認・評

価し、十分に注意を払うこと。 

（３）運営管理 

① 開館時間 

ア 開館日・開館時間は、対象となる子どもの年齢、保護者の利用の利便性など、地域の実情

に合わせて設定すること。 

イ 学校の状況や地域のニーズに合わせて柔軟に運営し、不規則な休館日や開館時間を設定し

ないようにすること。 

●初めて勤務する館長・職員の参考として「児童館の一日の流れ」を例示する。 

 

② 利用する子どもの把握・保護者との連絡 

ア 児童館を利用する子どもについて、住所、氏名、年齢、緊急時の連絡先等を、必要に応じ

て登録するなどして把握に努めること。 

イ 児童館でのけがや体調不良等については、速やかに保護者へ連絡すること。 

③ 運営協議会等の設置 

児童館活動の充実を図るため、児童委員、社会福祉協議会、母親クラブ等の地域組織の代

表者の他、学識経験者、子どもの保護者、教職員等を構成員とする運営協議会等を設置し、

その意見を聴くこと。 

●運営協議会の構成員に「子ども」を入れる。 

●運営委員には児童館運営に積極的に意見を述べてくれる地域の方々を選任し、定期的に運

営委員会を開催することを記載する。 

□児童館と地域をつなげるような「児童館サポーター」のような人達のことを書けないか。 

 

④ 運営管理規程と法令遵守 

児童館の運営管理の責任者を定め、利用する子どもの把握、保護者との連絡、事故防止等

に関する事項を規定する運営管理規程を定め、子どもや保護者の人権への配慮、守秘義務、

個人情報の管理等の法令遵守に努めること。 
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●指定管理者公募要項や業務仕様書等に本ガイドラインを準用または参考にすることが重要

であることを書き加える。 

 

⑤ 安全対策・緊急時対応 

ア 事故やけがの防止と対応 

子どもの事故やけがを防止するため、安全対策・安全学習・安全点検と補修・緊急時の

対応等に留意し、その計画や実施について整えておくこと。 

イ 衛生管理 

感染症の予防や健康維持のため、来館時の手洗いの励行、施設・設備の衛生管理等が重

要である。子どもの感染防止のために臨時に休館しなければならないと判断する場合は、

市区町村と協議の上で実施し、学校等関係機関に連絡すること。 

⑥ 防災・防犯対策 

ア マニュアルの策定 

災害や犯罪の発生時に適切な対応ができるよう、防災・防犯に関する計画やマニュアル

を策定し、施設・設備や地域環境の安全点検、職員並びに関係機関が保有する安全確保に

関する情報の共有等に努めること。 

イ 定期的な訓練 

定期的に避難訓練等を実施し、非常警報装置や消火設備等を設けるなどの非常事態に備

える対応策を講じること。 

ウ 地域ぐるみの安全確保 

子どもが自ら安全を確保する方法についての指導を行うこと。また、児童館への来館、

帰宅途中の安全対策や保護者への協力を呼びかけ、地域の関係機関・団体等と連携した不

審者情報の共有や見守り活動等の実施に取り組むこと。 

●緊急事態に備え、止血法、心配蘇生法、ＡＥＤ・エピペンの取り扱い方法等の訓練をし

ておく必要があることを書き加える。  

●施設・設備の日常の点検と定期的な点検について記録をとり、改善すべき所があった場

合には、迅速に対応し記録に残しておくことを書き加える。 

 

⑦ 要望、苦情への対応 

ア 要望や苦情を受け付ける窓口を設け、子どもや保護者に周知し、要望や苦情の対応の手順

や体制を整備して迅速な対応を図ること。 

イ 苦情対応については、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置や解決に向け

た手順の整理等、迅速かつ適切に解決が図られるしくみをつくること。 

●□情報開示の必要性について書き加える。 

●□自己評価、利用者評価、第三者評価の必要性について項目を書き加える。 

●評価によって児童館の活動が縮小することがないように、研修や力量形成とつなげるよ

う配慮することを示す。 

●評価基準は「子どもの権利保障」「子どもの最善の利益」を中心となるよう、また子ど

もの声をフィードバックするよう示す。 

 

⑧ 職員体制と勤務環境の整備 

ア 児童館の職員には、児童福祉施設最低基準（昭和23 年12 月29 日厚生省令第63号）第38 条

に規定する「児童の遊びを指導する者」（児童厚生員）の資格を有する者を２人以上置き、
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必要に応じその他の職員を置くこと。また、児童福祉事業全般との調整が求められること

から、「社会福祉士」資格を有する者の配置も考慮すること。 

○「児童福祉施設最低基準」を「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に修正する。 

○「必要に応じその他の職員を置くこと」を「利用者数の増加等、必要に応じその他の職

員を置くこと」と書き加える。 

○「常勤または専任の館長を置くこと」を書き加える。 

●余裕を持った職員体制を整えることにより、安全確認ができることを書き加える。 

 

イ 児童館の運営責任者は、職員の勤務状況等を把握し、健康･安全に勤務できるようその環

境の整備に留意をすること。また、安全面への配慮や事業の円滑な運営のため、常に児童

厚生員の連携体制に配慮をすること。 
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☞その他、検討を要する事項全般 

 

●児童厚生施設全般に共有すべき事項を整理して示す。 

 ①子どもの自主性・社会性・創造性を育む健全育成 

 ②遊びによる発達促進 

 ③合理的配慮 

 ④子どもの福祉的課題への対応 

 ⑤プレイワークとソーシャルワークの両機能 

 

○大型児童館独自の活動内容を把握して児童館ガイドラインに反映させる。 

●大型児童館の項を設ける。 

●大型児童館は、①県内児童館に対する支援や連携を図ること。②遊びのプログラムの開発、啓

発、普及に努めること。③移動児童館を実施し、県内の児童健全育成の役割を果たすことなど、

児童館設置運営要綱の記載内容を強調する。 

◇Ａ型、Ｂ型の両方に共通する役割を基本的に示していく。 

◇Ａ型児童館の機能・役割を中心にしっかり書き、Ｂ型についてはそれぞれ独自の機能を理解で

きるような書き方をしていく。 

◇東日本大震災後、移動児童館が多くの遊び場を提供して、多くの子どもたちが遊んだことを踏

まえると、一つの児童館の役割として位置づけられる。 

 

 
 

【参考】 

大型児童館固有の「県内児童館の指導及び連絡調整等の役割を果たす中枢的機能」について 

■「児童館の設置運営について」(平成２年８月７日付厚生省発児 123厚生事務次官通知)第４の１の(３)のウ 

（ア）県内児童館相互の連絡、連携を密にし、児童館活動の充実を図ること。 

   県内児童館の連絡協議会等の事務局を設けること。 

（イ）県内児童館の児童厚生員等職員の研修を行うこと。 

（ウ）広報誌の発行等を行うことにより、児童館活動の啓発に努めること。 

（エ）県内児童館を拠点とする母親クラブ等の地域組織活動の連絡調整を図る。 

■「児童館の設置運営について」(平成２年８月７日付児発967厚生児童家庭局長通知)３の（１）のア 

（ア）県内児童館の情報を把握し、相互に利用できること。 

（イ）県内児童館の運営等を指導するとともに、児童厚生員及びボランティアを育成すること。 

（ウ）県内児童館で活用できる各種遊びの内容や、指導技術を開発し、普及させること。 

（エ）歴史、産業、文化等地域の特色を生かした資料、模型の展示等を行うとともに、一般にも公開すること。 

（オ）県内児童館に貸し出すための優良な映画フィルム、ビデオソフト、紙芝居等を保有し、計画的に活用 

すること。 

 

○児童館ガイドライン発出以降に、施行・改正された主な関係法令等について、内容を精査した

上で反映させる。 
平成23年 障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律（平成23年法律第79号） 
平成25年 子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成25年法律第64号） 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号） 
いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号） 

平成26年 アレルギー疾患対策基本法（平成26年法律第98号） 
障害者の権利に関する条約（平成26年条約第１号） 
「子供の貧困対策に関する大綱」（平成26年８月29日閣議決定） 

平成27年 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」（平成27年２月24日閣議決定） 
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「障害者差別解消法 福祉事業者向けガイドライン ～福祉分野における事業所が講ずべき障害を
理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針～」（平成27年11月11日厚生労働大臣決
定） 

平成28年 「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」（平成28年
３月31日府子本第192号・27文科初第1789号・雇児保発0331第３号内閣府子ども・子育て本部参事
官、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知） 
「社会福祉施設等における入所者等の安全の確保について」（平成28年７月26日雇児総発0726第
１号・社援基発0726第１号・障障発0726第１号・老高発0726第１号厚生労働省雇用均等・児童家
庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、同局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局高齢者支
援課長通知） 

「要支援児童等（特定妊婦を含む）の情報提供にかかる保健・医療・福祉・教育等の連携の一層
の推進について」（平成28年12月16日雇児総発1216第２号・雇児母発1216第２号厚生労働省雇用
均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長通知） 

 

○児童館に関連する部分が改正された関係法令等について、内容を精査した上で反映させる。 
児童福祉法（平成 22年法律第 164号）（一部は平成 29年４月１日から施行）（第１条、第２条、第３条
など） 
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23年 12月 29日厚生省令第 63号）（第１章総則） 
社会福祉法（昭和26年法律第45号） 
発達障害者支援法（平成 16年法律第 167号） 
児童虐待の防止等に関する法律（平成 12年法律第 82号） 

 

 

 

■児童福祉施設最低基準の児童厚生施設部分について、児童館ガイドラインの趣旨を生かした修

正を行い、また、実施要綱等の見直しも進める必要がある。 

 

 

※用語等について 

・この「児童館ガイドライン」は、「小型児童館」と「児童センター」を主な対象とした。 

※大型児童館の記載について補足する。 

 

・「地域組織活動」とは、母親クラブ・子育てサークル等の児童の健全な育成を図るため、母親な

ど地域住民の積極的参加による活動のことである。 

 

・「放課後児童クラブ」とは、児童福祉法第６条第２項の２に規定する「放課後児童健全育成事業」

のことである。 

※「放課後児童クラブ」の規定を、「児童福祉法第６条第３項の２」に修正する。 
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